
対象行為 対象規模

（１）建築物の建築等

　建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更

することになる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

・延床面積 1,000 ㎡以上（店舗等は 500 ㎡以上）又は

高さ10ｍ以上

（外観を変更することになる修繕、模様替、色彩変更につい

ては、上記規模以上で外観変更に係る見付面積の合計が全

体見付面積の 2 分の 1 以上のもの）

（２）工作物の建設等

　工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更

することになる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

・煙突、コンクリート柱、鉄柱、高架水槽、装飾塔、記念塔等：

高さ 10 ｍ以上（ただし、電柱は15ｍ以上）

・製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫等

　：高さ 10 ｍ以上

（外観を変更することになる修繕、模様替、色彩変更につい

ては、上記規模以上で外観変更に係る見付面積の合計が全

体見付面積の 2 分の１以上のもの）

（３）開発行為

　都市計画法に基づく開発行為
・区域面積 3,000 ㎡以上

（4）土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の

土地の形質の変更

・区域面積 3,000 ㎡以上

・森林開発は 0.6 ｈａ以上

・高さ 5 ｍ以上の擁壁

（５）土石、その他の物品の堆積等 ・高さ 5 ｍ以上の堆積

（６）屋外照明

　夜間において一定の期間継続して行う照明

・延床面積 1,000 ㎡以上（店舗等は 500 ㎡以上）又は

高さ10ｍ以上の外観について行うもの

■届出対象行為（景観法第 16 条第 1項 1号～ 4号）

全域の良好な景観形成のために、以下に該当する行為を行う場合は市に届け出る必要があります。

山あい、八女丘陵、八女扇状地の範囲
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＜範囲の境界とした道路＞
　①国道　442号バイパス
　②2級市道　亀甲今福線
　③1級市道　吉田岩崎蒲原線
　④1級市道　吉田本線
　⑤1級市道　本忠見線
　⑥市道　忠見99号線
　⑦市道　忠見92号線
　⑧国道　442号
　⑨2級市道　山内南北線
　⑩市道　矢部線

⑪市道　柳島線
⑫1級市道　八女立花線
⑬2級市道　忠見四号線
⑭市道　忠見107号線

■建築・開発行為の基準の範囲

※詳しい図面を、市役所都市計画課の窓口に

　ご用意しています。

◆八女市文化的景観計画（行為や規模,基準等）
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9456 5131
建設経済部 建設課 都市計画

Eメール toshikeikakukakari@city.yame.lg.jp

※景観法に基づき最高で懲役１年
　以下又は５０万円以下の罰金

※建築物の建築等、工作物の建設
　等にかかる形態意匠のみ




